
 

 

 

 

 

 

 

新型コロナ緊急事態宣言解除に伴う 

グラウンド整備（草刈り） 

9月 22日（水）と 24日（金）の 2日間、緊急事態宣言解除後の開館へ向けて、 

スポーツ振興課職員、シルバーさん、山家スポーツ公園職員、体協事務局職員の 

総動員でグラウンドの整備を行いました。 

ご利用後はトンボがけなど 

グラウンド整備のご協力を 

よろしくお願いします。 

臨時休館期間も約二か月と長くなった分、グラウンドは草が生っていましたが、

皆さまに気持ちよくご利用していただくために、草刈り作業を行ないました。 

 

気持ち良い秋の空の下で、思いっきり 

プレーを楽しんでくださいね(^-^)/ 


